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第５章 目指すべき都市の骨格構造 

１．拠点と連携軸の設定 

都市計画マスタープランでの拠点及び連携軸の考え方を踏まえ、拠点の特性や公共交通結節点

としての役割に応じて、「都市拠点」、「交流拠点」、「地域拠点」、「生活拠点」、「産業拠点」の５種

類の拠点を設定します。 

また、これらの拠点間の連携・交流を促進するため、「公共交通軸」、「広域交通幹線軸」、「地域

交通幹線軸」の４種類の連携軸を設定します。 

■拠点の種類と役割及び場所 

拠点の種類 役割及び場所 
都市拠点 高次で多様な都市機能を備え、集約都市を先導する都市の中心となる拠点 

西鉄小郡駅周辺・甘鉄小郡駅周辺・甘鉄大板井駅周辺 
交流拠点 都市拠点を補完する都市機能を備え、市内外住民による生活・交流の場となる拠点 

西鉄大保駅～大規模商業施設周辺 
地域拠点 地域生活圏の中心として圏域に必要とされる多様なサービスが享受できる拠点 

【市街化区域】西鉄三国が丘駅周辺 
【市街化調整区域】西鉄端間駅周辺 

生活拠点 地区周辺住民の最低限の生活サービスが享受できる拠点 
【市街化区域】美鈴が丘地区・西鉄三沢駅周辺地区・西鉄津古駅周辺地区 
【市街化調整区域】二森地区・甘鉄松崎駅周辺地区・甘鉄西太刀洗駅周辺地区・ 

甘鉄今隈駅周辺地区・新駅周辺地区 
産業拠点 高速道路のインターチェンジ周辺の産業立地を推進する拠点 

【市街化調整区域】 
鳥栖 IC周辺地区・小郡鳥栖南 SIC周辺地区・上岩田地区・筑後小郡 IC周辺地区 

■交通連携軸の種類と機能分類 

ネットワーク 
の種類 

交通連携軸の機能分類 該当する公共施設 

公共交通軸 複数市町村をまたぐ広域的な移動に寄与する
鉄軌道や高速バスなどの公共交通機関 

・鉄道（西鉄天神大牟田線、甘
木鉄道甘木線） 

・高速バス 
広域交通幹線軸 複数市町村をまたぐ広域的な移動に寄与する

広域幹線道路 
・国道 500号 
・県道久留米筑紫野線 
・国道 3号 

地域交通幹線軸 広域交通幹線軸を補完し、市内の地域間の自動
車交通の円滑な交通処理を図るための幹線道
路 

・県道本郷基山停車場線 
・県道鳥栖朝倉線 
・県道久留米小郡線 
・都市計画道路 
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